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(57)【要約】
【課題】ユーザが通知情報に対して多様な応答を行うこ
とができる携帯端末装置、プログラムおよび携帯端末装
置の制御方法を提供する。
【解決手段】携帯電話機１は、通知情報と、当該通知情
報に対する応答のために利用される複数のアプリケーシ
ョンとが対応付けられた対応テーブル１２ｂを記憶する
記憶部１２と、通知情報を表示面３に表示し、通知情報
を指定する操作がタッチ検出部１４により受け付けられ
たことに基づいて、通知情報に対応付けられた複数のア
プリケーションの中から、起動されるアプリケーション
を選択するためのメニューダイアログ１０８を表示面３
に表示し、アプリケーションを選択する操作がタッチ検
出部１４により受け付けられたことに基づいて、選択さ
れたアプリケーションを起動する通知制御部３１と、を
備える。通知制御部３１は、優先順位に基づき、メニュ
ーダイアログ１０８における複数のアプリケーションの
配列を変更する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面を有する表示部と、
　ユーザによる操作を受け付ける操作受付部と、
　通知情報と、当該通知情報に対する応答のための複数のアプリケーションとが対応付け
られた対応情報を記憶する記憶部と、
　前記通知情報を前記表示面に表示し、前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部に
より受け付けられたことに基づいて、前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーシ
ョンの中から、起動されるアプリケーションを選択するための選択画像を前記表示面に表
示し、アプリケーションを選択する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基
づいて、選択されたアプリケーションを起動する通知制御部と、を備え、
　前記通知制御部は、優先順位に基づき、前記選択画像における前記通知情報に対応付け
られた複数のアプリケーションの配列を変更する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末装置において、
　前記選択画像は、選択対象となるアプリケーションを選択するための情報が配列された
リストを含み、
　前記通知制御部は、優先順位に基づき、前記リストにおける前記アプリケーションを選
択するための情報の配列を変更する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の携帯端末装置において、
　前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信情報を含み、
　前記不在着信情報に対応付けられるアプリケーションは、電話を掛けるための電話のア
プリケーションおよびメッセージを送信するためのメッセージのアプリケーションを含み
、
　前記通知制御部は、前記電話のアプリケーションの優先順位を前記メッセージのアプリ
ケーションの優先順位より高くする、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか一項に記載の携帯端末装置において、
　前記通知情報は、メッセージの新規着信に係る新規メッセージ情報を含み、
　前記新規メッセージ情報に対応付けられるアプリケーションは、メッセージを送信する
ためのメッセージのアプリケーションおよび電話を掛けるための電話のアプリケーション
を含み、
　前記通知制御部は、前記メッセージのアプリケーションの優先順位を前記電話のアプリ
ケーションの優先順位より高くする、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の携帯端末装置において、
　前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信情報を含み、
　前記不在着信情報に対応付けられるアプリケーションは、電話を掛けるための電話のア
プリケーションおよびメッセージを送信するためのメッセージのアプリケーションを含み
、
　前記通知制御部は、前記不在着信情報が指定されたときの時刻に基づいて、前記電話の
アプリケーションと前記メッセージのアプリケーションの優先順位を変更する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の携帯端末装置において、
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　前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信情報およびメッセージの新規着信に係
る新規メッセージ情報のうち少なくとも１つを含み、
　前記通知情報に対応付けられるアプリケーションは、メッセージを送信するための第１
のメッセージアプリケーションおよび当該第１のメッセージアプリケーションとは種類の
異なるメッセージを送信するための第２のメッセージアプリケーションを含み、
　前記通知制御部は、前記通知情報が指定される前の前記携帯端末装置における前記第１
のメッセージアプリケーションおよび前記第２のメッセージアプリケーションの使用頻度
に応じて、前記第１のメッセージアプリケーションと前記第２のメッセージアプリケーシ
ョンの優先順位を変更する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
　請求項１または２に記載の携帯端末装置において、
　前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信情報およびメッセージの新規着信に係
る新規メッセージ情報のうち少なくとも１つを含み、
　前記通知情報に対応付けられるアプリケーションは、第１の電話アプリケーションおよ
び当該第１の電話アプリケーションとは種類の異なる第２の電話アプリケーションを含み
、
　前記通知制御部は、前記通知情報が指定される前の前記携帯端末装置における前記第１
の電話アプリケーションおよび前記第２の電話アプリケーションの使用頻度または累積通
話時間に応じて、前記第１の電話アプリケーションと前記第２の電話アプリケーションの
優先順位を変更する、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項８】
　表示面を有する表示部と、ユーザによる操作を受け付ける操作受付部とを備える携帯端
末装置のコンピュータに、
　通知情報を前記表示面に表示する機能と、
　前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づいて、
前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの中から、起動されるアプリケー
ションを選択するための選択画像を前記表示面に表示する機能と、
　アプリケーションを選択する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づい
て、選択されたアプリケーションを起動する機能と、
　優先順位に基づき、前記選択画像における前記通知情報に対応付けられた複数のアプリ
ケーションの配列を変更する機能と、
を付与するプログラム。
【請求項９】
　表示面を有する表示部と、ユーザによる操作を受け付ける操作受付部とを備える携帯端
末装置の制御方法であって、
　通知情報を前記表示面に表示する第１ステップと、
　前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づいて、
前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの中から、起動されるアプリケー
ションを選択するための選択画像を前記表示面に表示する第２ステップと、
　アプリケーションを選択する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づい
て、選択されたアプリケーションを起動する第３ステップと、
を含み、
　前記第２ステップにおいて、優先順位に基づき、前記選択画像における前記通知情報に
対応付けられた複数のアプリケーションの配列を変更する、
ことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、タブレットＰＣ（Ta
blet PC）、電子書籍端末等の携帯端末装置、かかる携帯端末装置に用いて好適なプログ
ラム、および携帯端末装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機では、電子メールの着信があると、表示部での表示により、新規の電
子メールが届いていることがユーザに通知される（たとえば、特許文献１参照）。携帯電
話機では、電子メールの着信に限らず、電話の不在着信、アラーム時刻の経過等、各種の
通知情報が表示部に表示され得る。
【０００３】
　このような携帯電話機において、通知情報に対してユーザが即時に応答が可能となるよ
う、ユーザにより通知情報が指定されると、指定された通知情報に対応するアプリケーシ
ョンが起動するような構成を採ることができる。このような構成が採られた場合、たとえ
ば、新規の電子メールに係る通知情報がユーザにより指定されると、電子メールのアプリ
ケーションが起動し、新規の電子メールの一覧や新規の電子メールの詳細内容が表示部に
表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２４４３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ユーザは、通知情報を確認した際、そのときの状況に応じて、同じ種類の通知情報に対
し異なる応答を望む場合がある。たとえば、ユーザは、電話の不在着信に係る通知情報を
確認した場合、確認した時間帯が昼間であれば、通常、発信者に電話を掛けると考えられ
るが、確認した時間帯が深夜であれば、発信者に電子メールを送信することが考えられる
。
【０００６】
　そこで、本発明は、ユーザが通知情報に対して多様な応答を行うことができる携帯端末
装置、プログラムおよび携帯端末装置の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様に係る携帯端末装置は、表示面を有する表示部と、ユーザによる操
作を受け付ける操作受付部と、通知情報と、当該通知情報に対する応答のための複数のア
プリケーションとが対応付けられた対応情報を記憶する記憶部と、前記通知情報を前記表
示面に表示し、前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部により受け付けられたこと
に基づいて、前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの中から、起動され
るアプリケーションを選択するための選択画像を前記表示面に表示し、アプリケーション
を選択する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づいて、選択されたアプ
リケーションを起動する通知制御部と、を備える。ここで、前記通知制御部は、優先順位
に基づき、前記選択画像における前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーション
の配列を変更する。
【０００８】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記選択画像は、選択対象となるアプリケーショ
ンを選択するための情報が配列されたリストを含み得る。この場合、前記通知制御部は、
優先順位に基づき、前記リストにおける前記アプリケーションを選択するための情報の配
列を変更する。
【０００９】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信
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情報を含み得る。さらに、前記不在着信情報に対応付けられるアプリケーションは、電話
を掛けるための電話のアプリケーションおよびメッセージを送信するためのメッセージの
アプリケーションを含み得る。この場合、前記通知制御部は、前記電話のアプリケーショ
ンの優先順位を前記メッセージのアプリケーションの優先順位より高くする。
【００１０】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記通知情報は、メッセージの新規着信に係る新
規メッセージ情報を含み得る。さらに、前記新規メッセージ情報に対応付けられるアプリ
ケーションは、メッセージを送信するためのメッセージのアプリケーションおよび電話を
掛けるための電話のアプリケーションを含み得る。前記通知制御部は、前記メッセージの
アプリケーションの優先順位を前記電話のアプリケーションの優先順位より高くする。
【００１１】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信
情報を含み得る。さらに、前記不在着信情報に対応付けられるアプリケーションは、電話
を掛けるための電話のアプリケーションおよびメッセージを送信するためのメッセージの
アプリケーションを含み得る。この場合、前記通知制御部は、前記不在着信情報が指定さ
れたときの時刻に基づいて、前記電話のアプリケーションと前記メッセージのアプリケー
ションの優先順位を変更する。
【００１２】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信
情報およびメッセージの新規着信に係る新規メッセージ情報のうち少なくとも１つを含み
得る。さらに、前記通知情報に対応付けられるアプリケーションは、メッセージを送信す
るための第１のメッセージアプリケーションおよび当該第１のメッセージアプリケーショ
ンとは種類の異なるメッセージを送信するための第２のメッセージアプリケーションを含
み得る。この場合、前記通知制御部は、前記通知情報が指定される前の前記携帯端末装置
における前記第１のメッセージアプリケーションおよび前記第２のメッセージアプリケー
ションの使用頻度に応じて、前記第１のメッセージアプリケーションと前記第２のメッセ
ージアプリケーションの優先順位を変更する。
【００１３】
　本態様に係る携帯端末装置において、前記通知情報は、電話の不在着信に係る不在着信
情報およびメッセージの新規着信に係る新規メッセージ情報のうち少なくとも１つを含み
得る。さらに、前記通知情報に対応付けられるアプリケーションは、第１の電話アプリケ
ーションおよび当該第１の電話アプリケーションとは種類の異なる第２の電話アプリケー
ションを含み得る。この場合、前記通知制御部は、前記通知情報が指定される前の前記携
帯端末装置における前記第１の電話アプリケーションおよび前記第２の電話アプリケーシ
ョンの使用頻度または累積通話時間に応じて、前記第１の電話アプリケーションと前記第
２の電話アプリケーションの優先順位を変更する。
【００１４】
　本発明の第２の態様に係るプログラムは、表示面を有する表示部と、ユーザによる操作
を受け付ける操作受付部とを備える携帯端末装置のコンピュータに、通知情報を前記表示
面に表示する機能と、前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部により受け付けられ
たことに基づいて、前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの中から、起
動されるアプリケーションを選択するための選択画像を前記表示面に表示する機能と、ア
プリケーションを選択する操作が前記操作受付部により受け付けられたことに基づいて、
選択されたアプリケーションを起動する機能と、優先順位に基づき、前記選択画像におけ
る前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの配列を変更する機能と、を付
与する。
【００１５】
　本発明の第３の態様は、表示面を有する表示部と、ユーザによる操作を受け付ける操作
受付部とを備える携帯端末装置の制御方法に関する。本態様に係る制御方法は、通知情報
を前記表示面に表示する第１ステップと、前記通知情報を指定する操作が前記操作受付部
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により受け付けられたことに基づいて、前記通知情報に対応付けられた複数のアプリケー
ションの中から、起動されるアプリケーションを選択するための選択画像を前記表示面に
表示する第２ステップと、アプリケーションを選択する操作が前記操作受付部により受け
付けられたことに基づいて、選択されたアプリケーションを起動する第３ステップと、を
含む。ここで、前記第２ステップにおいて、優先順位に基づき、前記選択画像における前
記通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの配列を変更する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ユーザが通知情報に対して多様な応答を行うことができる携帯端末装
置、プログラムおよび携帯端末装置の制御方法を提供することができる。
【００１７】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施形態の説明によりさらに明らかとなろう。
ただし、以下の実施形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって、
本発明は、以下の実施形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る、携帯電話機の構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る、携帯電話機の全体構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係る、対応テーブルを示す図である。
【図４】実施形態に係る、アプリケーションの実行により表示面に表示される画面につい
て説明するための図である。
【図５】実施形態に係る、第１通知制御処理を示すフローチャートである。
【図６】実施形態に係る、第２通知制御処理を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態に係る、第２通知制御処理に含まれるメニューダイアログ表示処理の
フローチャートである。
【図８】実施の形態に係る、第２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示す
図である。
【図９】実施の形態に係る、第２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示す
図である。
【図１０】実施の形態に係る、第２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示
す図である。
【図１１】実施の形態に係る、第２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示
す図である。
【図１２】実施の形態に係る、第２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示
す図である。
【図１３】変更例１に係る、メニューダイアログ表示処理を示すフローチャートである。
【図１４】変更例１に係る、不在着信情報に対して応答のための操作がなされた時刻に応
じてアプリケーションの優先順位が変更され、メニューダイアログのメニューの配列が変
更される例を示す図である。
【図１５】変更例１に係る、新規メッセージ情報に対して応答のための操作がなされる前
の電子メール、ＳＭＳおよびボイスメールの使用頻度に応じてアプリケーションの優先順
位が変更され、メニューダイアログのメニューの配列が変更される例を示す図である。
【図１６】変更例２に係る、通知ロック制御処理を示すフローチャートである。
【図１７】変更例２に係る、通知情報にロック設定がなされた一覧画面を示す図である。
【図１８】変更例２に係る、第２通知制御処理を示すフローチャートである。
【図１９】変更例３に係る、コピー制御処理を示すフローチャートである。
【図２０】変更例３に係る、コピー情報表示制御処理を示すフローチャートである。
【図２１】変更例３に係る、コピー情報表示制御処理が実行されたときの画面遷移の一例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、携帯電話機１の構成を示す図である。図１（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、
携帯電話機１の正面図および背面図である。
【００２１】
　以下、説明の便宜上、図１に示すように、キャビネット２の長手方向を上下方向と定義
し、キャビネット２の短手方向を左右方向と定義する。
【００２２】
　携帯電話機１は、キャビネット２と、表示面３と、マイクロフォン４と、通話スピーカ
５と、外部スピーカ６とを備えている。
【００２３】
　キャビネット２は、正面から見て、ほぼ長方形状の輪郭を有する。キャビネット２の正
面に、後述する表示部１３の表示面３が配されている。表示面３には、各種の画像（画面
）が表示される。
【００２４】
　キャビネット２の内部には、下端部にマイクロフォン４が配されており、上端部に通話
スピーカ５が配されている。マイクロフォン４には、キャビネット２の正面に形成された
マイク孔４ａを通じて音声が入力される。マイクロフォン４は、入力した音に応じた電気
信号を生成する。通話スピーカ５からは、音声が出力される。出力された音声は、キャビ
ネット２の正面に形成された出力孔５ａを通じて外部に放出される。通話の際には、通信
先の機器（携帯電話機等）から受信された受話音声が通話スピーカ５から出力され、ユー
ザが発した発話音声がマイクロフォン４に入力される。
【００２５】
　キャビネット２の内部には、外部スピーカ６が配されている。キャビネット２の背面に
は、外部スピーカ６に対応する出力孔６ａが形成されている。外部スピーカ６から出力さ
れた音（音声、報知音等）は、出力孔６ａを通じて外部に放出される。
【００２６】
　図２は、携帯電話機１の全体構成を示すブロック図である。携帯電話機１は、制御部１
１と、記憶部１２と、表示部１３と、タッチ検出部１４と、音声入力部１５と、音声出力
部１６と、音声処理部１７と、キー入力部１８と、通信部１９を備えている。
【００２７】
　記憶部１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、外部メモリ等から構成される。記憶部１２には、各種
のプログラムが記憶されている。記憶部１２に記憶されるプログラムは、携帯電話機１の
各部を制御するための制御プログラムの他、各種アプリケーション（たとえば、電話、電
子メール、地図、ゲーム、スケジュール管理、等）を含む。プログラムは、メーカによっ
て携帯電話機１の製造時に記憶部１２に記憶される他、ユーザによって通信網やメモリカ
ード等の記憶媒体を介して記憶部１２に記憶される。
【００２８】
　記憶部１２には、プログラムの実行の際、一時的に利用または生成されるデータを記憶
するワーキング領域も含まれる。
【００２９】
　記憶部１２には、通知テーブル１２ａおよび対応テーブル１２ｂが記憶されている。通
知テーブル１２ａには、各種の通知情報が記憶される。通知情報は、電話の不在着信に係
る不在着信情報およびメッセージの新規着信に係る新規メッセージ情報を含む。不在着信
情報は、たとえば、発信者の電話番号である。新規メッセージ情報は、たとえば、メッセ
ージが電子メールであれば、送信者のメールアドレスであり、メッセージがＳＭＳ（Shor
t Message Service）またはボイスメールであれば、送信者の電話番号である。さらに、
通知情報として、アラーム報知の時刻が経過した旨の情報、スケジュールの予定時刻が経
過した旨の情報、携帯電話機１の更新に関する情報、携帯電話機１に外部メモリが接続さ
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れた旨の情報などが挙げられる。
【００３０】
　図３は、対応テーブル１２ｂを示す図である。対応テーブル１２ｂにおいて、通知情報
と、当該通知情報に対する応答のためのアプリケーションが対応付けられている。対応テ
ーブル１２ｂでは、通知情報の種類に応じて、１つまたは複数のアプリケーションの対応
付けがなされる。複数のアプリケーションが対応付けられる場合、各アプリケーションに
は優先順位が付される。優先順位は、通知情報に対してユーザが実行する可能性が高いア
プリケーションが上位となるよう定められる。
【００３１】
　たとえば、図３に示すように、不在着信情報には、電話のアプリケーション、電子メー
ルのアプリケーション、ＳＭＳのアプリケーションおよびボイスメールのアプリケーショ
ンが対応付けられる。電話の不在着信があった場合、ユーザは発信者に電話を掛ける可能
性が高い。そのため、優先順位は、「電話」、「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメ
ール」の各アプリケーションの順番とされる。
【００３２】
　また、新規メッセージ情報には、電子メールのアプリケーション、ＳＭＳのアプリケー
ション、ボイスメールのアプリケーションおよび電話のアプリケーションが対応付けられ
る。新規メッセージ（電子メール、ＳＭＳ、ボイスメール）の着信があった場合、ユーザ
は送信者にメッセージを送信する可能性が高い。そのため、優先順位は、「電子メール」
、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」、［電話］の各アプリケーションの順番とされている。
【００３３】
　なお、電子メールのアプリケーション、ＳＭＳのアプリケーション、ボイスメールのア
プリケーションのうち、１つのアプリケーションが、本発明の第１のメッセージアプリケ
ーションに相当し、残り２つのアプリケーションのうちの１つのアプリケーションが本発
明の第２のメッセージアプリケーションに相当する。
【００３４】
　制御部１１は、ＣＰＵ等から構成されている。制御部１１は、プログラムに従って、携
帯電話機１を構成する各部（記憶部１２、表示部１３、タッチ検出部１４、音声入力部１
５、音声出力部１６、音声処理部１７、キー入力部１８、通信部１９等）を制御する。
【００３５】
　表示部１３は、液晶ディスプレイ等から構成される。表示部１３は、制御部１１からの
制御信号と画像信号に基づき、表示面３に画像（画面）を表示する。表示部１３は、液晶
ディスプレイに限らず、有機ＥＬディスプレイ等、他の表示装置から構成されてもよい。
【００３６】
　タッチ検出部１４は、表示面３への指の接触を検出するタッチパネル等から構成されて
いる。タッチパネルは、透明なシート状に形成され、表示面３に重なるようにキャビネッ
ト２の正面に配される。タッチパネルは、静電容量式、超音波式、感圧式、抵抗膜式、光
検知式等、各種方式のタッチパネルであってよい。
【００３７】
　タッチ検出部１４は、前記表示面３へのユーザによるタッチ操作を受け付ける。即ち、
タッチ検出部１４は、指が触れた表示面３上の位置、即ちタッチ位置を検出し、検出した
タッチ位置に応じた位置信号を制御部１１へ出力する。
【００３８】
　ユーザは、表示面３に指を触れることにより各種のタッチ操作を行うことができる。タ
ッチ操作の種類として、タップ操作、フリック操作、スライド操作等が挙げられる。タッ
プ操作は、ユーザが表示面３に指を接触させた後、短時間のうちに指を離す操作である。
フリック操作は、ユーザが表示面３を指で任意の方向に弾く操作である。スライド操作は
、ユーザが指を表示面３に接触させたまま任意の方向へ移動させる操作である。タップ操
作を１回行う操作がシングルタップ操作であり、シングルタップ操作を短時間の間に２回
繰り返す操作がダブルタップ操作である。
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【００３９】
　タッチ操作についてより具体的に説明する。たとえば、タッチ検出部１４により表示面
３に対するタッチ位置が検出された後、予め定めた第１時間以内にタッチ位置が検出され
なくなった場合、制御部１１によりタップ操作（シングルタップ操作）がなされたと判定
される。タッチ検出部１４により表示面３に対するタッチ位置が検出され、予め定めた第
２時間以内に予め定めた第１距離以上タッチ位置が移動した後、タッチ位置が検出されな
くなった場合、制御部１１によりフリック操作がなされたと判定される。タッチ検出部１
４により表示面３に対するタッチ位置が検出された後、予め定めた第２距離以上タッチ位
置が移動すると、制御部１１によりスライド操作がなされたと判定される。１回目のタッ
プ操作の後、予め定めた第３時間以内に１回以上のタッチ操作が検出された場合、制御部
１１によりダブルタップ操作がなされたと判定される。
【００４０】
　音声入力部１５は、マイクロフォン４等から構成される。音声入力部１５は、マイクロ
フォン４からの電気信号を音声処理部１７へ出力する。
【００４１】
　音声出力部１６は、通話スピーカ５および外部スピーカ６を含む。音声出力部１６には
、音声処理部１７からの電気信号が入力され、通話スピーカ５または外部スピーカ６から
音（音声、報知音等）が出力される。
【００４２】
　音声処理部１７は、音声入力部１５からの電気信号にＡ／Ｄ変換等を施し、変換後のデ
ジタルの音声信号を制御部１１へ出力する。音声処理部１７は、制御部１１からのデジタ
ルの音声信号にデコード処理およびＤ／Ａ変換等を施し、変換後の電気信号を音声出力部
１６に出力する。
【００４３】
　キー入力部１８は、携帯電話機１に電源を投入するための電源キーなど、携帯電話機１
に配された各種ハードキー（図示せず）が押下されたときに、押下されたハードキーに応
じた信号を制御部１１へ出力する。
【００４４】
　通信部１９は、通話や通信を行うため、信号を変換するための回路、電波を送受信する
アンテナ等を備える。通信部１９は、制御部１１から入力される通話や通信のための信号
を無線信号に変換し、変換された無線信号を、アンテナを介して基地局や他の通信装置等
の通信先へ送信する。さらに、通信部１９は、アンテナを介して受信した無線信号を制御
部１１が利用できる形式の信号へ変換し、変換された信号を制御部１１へ出力する。
【００４５】
　図４は、アプリケーションの実行により表示面３に表示される画面について説明するた
めの図である。制御部１１は、上述のように、各種のアプリケーションを実行し、アプリ
ケーションの実行画面を含む画面を表示面３に表示する。
【００４６】
　図４に示すように、表示面３に表示される画面は、ピクト領域ＲＰ、ウィンドウ領域Ｒ
Ｗおよびキー領域ＲＫにより構成される。ピクト領域ＲＰには、現在時刻１０１、バッテ
リー残量を示す残量メータ１０２、電波の強度を示す強度メータ１０３が表示される。さ
らに、ピクト領域ＲＰには、上述した不在着信情報、新規メッセージ情報など、各種の通
知情報に対応する通知アイコン１０４が表示される。ユーザは、通知アイコン１０４を確
認することにより、通知情報の種類を確認することができる。さらに、ユーザにより所定
の操作が行われると、後述する通知情報の一覧画面が表示面３に表示される。
【００４７】
　キー領域ＲＫには、操作キー群１０５が表示される。操作キー群１０５は、設定キー１
０５ａ、ホームキー１０５ｂ、およびバックキー１０５ｃから構成されている。設定キー
１０５ａは、主に、各種設定を行う設定画面を表示面３に表示させるためのキーである。
ホームキー１０５ｂは、主に、表示面３の表示を他の画面からホーム画面に移行させるた
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めのキーである。バックキー１０５ｃは、主に、実行された処理を１ステップ前の処理に
戻すためのキーである。
【００４８】
　ウィンドウ領域ＲＷには、アプリケーションの実行画面が表示される。たとえば、図４
に示すように、ホームのアプリケーションが実行された場合、ウィンドウ領域ＲＷに、ホ
ーム画面が表示される。ホーム画面には、電話、電子メールなど、各種のアプリケーショ
ンに対応する起動用アイコン１０６が配列される。
【００４９】
　なお、実行されるアプリケーションによっては、ピクト領域ＲＰおよびキー領域ＲＫの
少なくとも一つが表示されず、表示されない領域までウィンドウ領域ＲＷが拡がる場合が
ある。
【００５０】
　本実施の形態の携帯電話機１は、通知情報を表示面３に表示する通知機能のアプリケー
ションを備える。制御部１１は、通知機能のアプリケーションに係る制御処理（以下、「
通知制御処理」という）を実行する。制御部１１は、通知制御処理を実行するため、通知
制御部３１を含む。通知制御部３１は、制御部１１によって実行されるプログラムの機能
として実現される。
【００５１】
　通知制御部３１は、通知制御処理において、表示面３に通知情報を表示し、通知情報を
指定する操作がタッチ検出部１４により受け付けられたことに基づいて、通知情報に対応
付けられた複数のアプリケーションの中から、起動されるアプリケーションを選択するた
めのメニューダイアログ１０８を表示面３に表示する。ここで、通知制御部３１は、メニ
ューダイアログ１０８において、通知情報毎に定められた優先順位に従うことにより、通
知情報毎に、通知情報に対応付けられた複数のアプリケーションの配列を変更する。
【００５２】
　さらに、通知制御部３１は、メニューダイアログ１０８からアプリケーションを選択す
る操作がタッチ検出部１４により受け付けられたことに基づいて、選択されたアプリケー
ションを起動する。
【００５３】
　通知制御処理は、第１通知制御処理および第２通知制御処理を含む。通知制御部３１は
、第１通知制御処理と第２通知制御処理とを実行する。
【００５４】
　図５は、第１通知制御処理を示すフローチャートである。以下、図５を参照し、第１通
知制御処理について説明する。
【００５５】
　電子メールの着信等の通話情報が発生すると、当該通知情報を扱うアプリケーションか
ら通知制御部３１へ通知情報が入力される。通知制御部３１は、通知情報を取得すると（
Ｓ１０１：ＹＥＳ）、取得した通知情報を通知テーブル１２ａに登録する（Ｓ１０２）。
【００５６】
　次に、通知制御部３１は、図４に示すように、登録した通知情報に対応する通知アイコ
ン１０４をピクト領域ＲＰに表示する（Ｓ１０３）。
【００５７】
　通知情報の入力がない場合、通知制御部３１は、後述する第２通知制御処理において通
知情報に応答するアプリケーションが実行されたか否を判定する（Ｓ１０４）。通知制御
部３１は、アプリケーションが実行されたと判定すると（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、実行され
たアプリケーションに対応する通知情報を通知テーブル１２ａから消去する（Ｓ１０５）
。さらに、通知制御部３１は、消去された通知情報に対応する通知アイコン１０４をピク
ト領域ＲＰから消去する（Ｓ１０６）。
【００５８】
　第１通知制御処理は、携帯電話機１が動作している間、通知制御部３１によって繰り返
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し実行される。
【００５９】
　図６は、第２通知制御処理を示すフローチャートである。図７は、第２通知制御処理に
含まれるメニューダイアログ表示処理のフローチャートである。図８ないし図１２は、第
２通知制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示す図である。
【００６０】
　アプリケーションの起動により、ピクト領域ＲＰを含む画面が表示面３に表示されると
、第２通知制御処理が開始される。第２通知制御処理は、第１通知制御処理と並列して実
行される。以下、図６ないし図１２を参照し、第２通知制御処理について説明する。
【００６１】
　通知制御部３１は、通知情報を表示面３に一覧表示するための操作がなされたか否かを
判定する（Ｓ２０１）。一覧表示のための操作は、たとえば、図８（ａ）に示すように、
ユーザがピクト領域ＲＰにタッチした指を下方に所定の距離以上スライドさせる操作であ
る。
【００６２】
　通知制御部３１は、一覧表示のための操作がなされたと判定すると（Ｓ２０１：ＹＥＳ
）、通知テーブル１２ａから通知情報を読み出して、読み出した通知情報の一覧画面１０
７を表示面３（ウィンドウ領域ＲＷ）に表示する（Ｓ２０２）。図８（ｂ）に示すように
、一覧画面１０７を構成する各表示欄１０７ａに通知情報が表示される。本実施の形態で
は、通知情報が不在着信情報である場合、複数の不在着信情報が１つの表示欄１０７ａに
まとめて表示される。たとえば、表示欄１０７ａに、不在着信の電話の件数と最新の不在
着信情報（電話番号など）とが表示される。同様に、通知情報が新規メッセージ情報であ
る場合、複数の新規メッセージ情報が１つの表示欄１０７ａにまとめて表示される。たと
えば、表示欄１０７ａに、新規メッセージの件数と最新の新規メーセージ情報（メールア
ドレスなど）が表示される。図８（ｂ）では、不在着信情報と新規メッセージ情報が共に
４件である例が示されている。
【００６３】
　通知制御部３１は、何れかの通知情報の表示欄１０７ａに、通知情報に対して応答する
ための操作がなされたか否かを判定する（Ｓ２０３）。応答のための操作は、たとえば、
シングルタップ操作である。
【００６４】
　通知制御部３１は、応答のための操作がなされたと判定すると（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、
図７に示すメニューダイアログ表示処理を実行する（Ｓ２０４）。
【００６５】
　通知制御部３１は、まず、操作がなされた通知情報に対応付けられたアプリケーション
を対応テーブル１２ｂから抽出する（Ｓ３０１）。次に、通知制御部３１は、対応テーブ
ル１２ｂにおいて定められた優先順位に従ってアプリケーションを示すメニュー１０８ａ
が配列されたメニューダイアログ１０８を生成し（Ｓ３０２）、生成したメニューダイア
ログ１０８を表示面３に表示する（Ｓ３０３）。メニューダイアログ１０８では、優先順
位が高いアプリケーションから順番に、そのアプリケーションを示すメニュー１０８ａが
上から下へ配列される。
【００６６】
　各メニュー１０８ａが表示面３の上下方向に並べられる場合、ユーザは、通常、上から
順番にメニュー１０８ａを確認する。優先順位は、通知情報に対する応答のためにユーザ
が実行する可能性が高いアプリケーションが上位となるよう定められている。よって、ユ
ーザが実行する可能性が高いアプリケーションのメニュー１０８ａほど、メニューダイア
ログ１０８の上方に配置される。
【００６７】
　なお、通知情報に対応付けられたアプリケーションが１つである場合、通知制御部３１
は、１つのアプリケーションを示すメニュー１０８ａからなるメニューダイアログ１０８
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を表示面３に表示する。
【００６８】
　たとえば、図９（ａ）に示すように、ユーザが不在着信情報の表示欄１０７ａに対して
応答のための操作を行った場合、図９（ｂ）に示すように、通知制御部３１は、不在着信
情報に対応するメニューダイアログ１０８を一覧画面１０７に重なるように表示面３に表
示する。不在着情報に対応するメニューダイアログ１０８では、上から「電話」、「電子
メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」の順に各アプリケーションを示すメニュー１０
８ａが配列される。また、図１０（ａ）に示すように、ユーザが新規メッセージ情報の表
示欄１０７ａに対して応答のための操作を行った場合、通知制御部３１は、図１０（ｂ）
に示すように、新規メッセージ情報に対応するメニューダイアログ１０８を一覧画面１０
７に重なるように表示面３に表示する。新規メッセージ情報に対応するメニューダイアロ
グ１０８では、上から「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」、「電話」の順に
各アプリケーションを示すメニュー１０８ａが配列される。
【００６９】
　図６に戻り、通知制御部３１は、応答のための操作がなされることなく、取消操作、た
とえば、バックキー１０５ｃに対するシングルタップ操作がなされたと判定すると（Ｓ２
０５：ＹＥＳ）、一覧画面１０７を消去する（Ｓ２０６）。表示面３には、一覧画面１０
７が表示される前の画面が表示される。
【００７０】
　ステップＳ２０４の処理により、メニューダイアログ１０８が表示されると、次に、通
知制御部３１は、何れかのメニュー１０８ａを選択する操作、たとえば、メニュー１０８
ａへのシングルタップ操作によって、メニューダイアログ１０８から何れかのアプリケー
ションが選択されたか否かを判定する（Ｓ２０７）。通知制御部３１は、アプリケーショ
ンが選択されたと判定すると（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、選択されたアプリケーションを起動
する（Ｓ２０８）。
【００７１】
　たとえば、図９（ｂ）に示すように、不在着信情報に対応するメニューダイアログ１０
８が表示面３に表示され、このメニューダイアログ１０８から「電話」のメニュー１０８
ａが選択された場合、通知制御部３１は、電話のアプリケーションを起動する。電話のア
プリケーションを起動する際、通知制御部３１は、全件の不在着信情報（電話番号、発信
名、発信時刻等）を電話のアプリケーションに供給する。図１１（ａ）に示すように、電
話のアプリケーションが起動すると、不在着信情報が各表示欄１０９ａに表示された一覧
画面１０９が表示面３に表示される。制御部１１は、ユーザにより一覧画面１０９から所
望の不在着信情報が選択されると、選択された不在着信情報に対応する発信端末に対して
発信する。
【００７２】
　また、図１０（ｂ）に示すように、新規メッセージ情報に対応するメニューダイアログ
１０８が表示面３に表示され、このメニューダイアログ１０８から「電子メール」のメニ
ュー１０８ａが選択された場合、通知制御部３１は、電子メールのアプリケーションを起
動する。電子メールのアプリケーションを起動する際、通知制御部３１は、新規メッセー
ジ情報（メールアドレス、送信者名、送信時刻等）を電子メールのアプリケーションに供
給する。図１１（ｂ）に示すように、電子メールのアプリケーションが起動すると、新規
メッセージ情報が各表示欄１１０ａに表示された一覧画面１１０が表示面３に表示される
。制御部１１は、ユーザにより一覧画面１１０から所望の新規メッセージ情報が選択され
ると、新規メッセージ情報に対応する送信者宛の電子メールの作成画面を表示させる。
【００７３】
　一方、図９（ｂ）に示す不在着信情報に対応するメニューダイアログ１０８から「電子
メール」のメニュー１０８ａが選択された場合、通知制御部３１は、電子メールのアプリ
ケーションを起動する。記憶部１２には、電話番号、メールアドレス等の連絡先情報が登
録された電話帳テーブル（図示せず）が記憶されている。電子メールのアプリケーション
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を起動する際、通知制御部３１は、全件の不在着信情報の発信者について、電話帳テーブ
ルに登録されている場合には、発信者のメールアドレス、名前等を電話帳テーブルから読
み出し、電子メールのアプリケーションに供給する。電子メールのアプリケーションが起
動されると、メールアドレス、名前等が各表示欄１１０ａに表示された、図１１（ｂ）の
例と同様の一覧画面１１０が表示面３に表示される。
【００７４】
　また、図１０（ｂ）に示す新規メッセージ情報に対応するメニューダイアログ１０８か
ら「電話」のメニュー１０８ａが選択された場合、通知制御部３１は、電話のアプリケー
ションを起動する。電話のアプリケーションが起動される際、通知制御部３１は、全件の
新規メッセージ情報の送信者について、電話帳テーブルに登録されている場合には、送信
者の電話番号、名前等を電話帳テーブルから読み出し、電話のアプリケーションに供給す
る。電話のアプリケーションが起動されると、電話番号、名前等が各表示欄１０９ａに表
示された、図１１（ａ）の例と同様の一覧画面１０９が表示面３に表示される。
【００７５】
　通知制御部３１は、ステップＳ２０８において、アプリケーションを起動すると、操作
がなされた通知情報を通知テーブル１２ａから削除する（Ｓ２０９）。こうして、第２通
知制御処理が終了する。
【００７６】
　図１２に示すように、たとえば、通知テーブル１２ａから不在着信情報が消去された場
合、ユーザにより、再び、一覧表示の操作がなされ、一覧画面１０７が表示されたときに
、一覧画面１０７には不在着信情報が表示されない。
【００７７】
　以上、本実施の形態によれば、一覧画面１０７に表示された通知情報に、当該通知情報
に対して応答するためアプリケーションが複数対応付けられ、通知情報が指定されると、
起動するアプリケーションを選択するためのメニューダイアログ１０８が表示面３に表示
される。よって、ユーザは、通知情報を確認したときの状況に応じて、適するアプリケー
ションを起動することができるので、ユーザに対する利便性が向上する。
【００７８】
　さらに、本実施の形態によれば、アプリケーションに優先順位が定められ、優先順位が
高いアプリケーションを示すメニュー１０８ａほど、メニューダイアログ１０８上方に配
置される。よって、各通知情報について、ユーザが実行する可能性が高いアプリケーショ
ンほど上位となるよう優先順位が定められることにより、ユーザは、実行される可能性が
高いアプリケーションをメニューダイアログ１０８から選択しやすくなる。
【００７９】
　＜変更例＞
　上記実施の形態では、メニューダイアログ１０８において、優先順位が高いアプリケー
ションから順番にそのアプリケーションを示すメニュー１０８ａが上から下へ配列される
が、アプリケーションの優先順位は変更されない。
【００８０】
　本変更例では、通知情報に、その通知情報に対応付けられたアプリケーションの優先順
位を変更するための変更条件が設定されている場合、その変更条件に応じて優先順位が変
更される。
【００８１】
　図１３は、本変更例に係る、メニューダイアログ表示処理を示すフローチャートである
。
【００８２】
　本変更例では、図７に示すメニューダイアログ表示処理に対し、ステップＳ３１１およ
びＳ３１２の処理が追加されている。
【００８３】
　通知制御部３１は、操作がなされた通知情報に対応付けられたアプリケーションを対応
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テーブル１２ｂから抽出すると（Ｓ３０１）、操作された通知情報に変更条件が設定され
ているか否かを判定する（Ｓ３１１）。通知制御部３１は、変更条件が設定されている場
合（Ｓ３１１：ＹＥＳ）、変更条件に応じて、抽出された各アプリケーションの優先順位
を変更する（Ｓ３１２）。
【００８４】
　本実施の形態では、不在着信情報および新規メッセージ情報に変更条件が設定されてい
る。不在着信情報に設定されている変更条件は、一覧画面１０７において不在着信情報が
指定された（応答のための操作がなされた）場合に、指定された時刻が所定の時間帯に含
まれるか否かである。所定の時間帯は、電話を掛けると相手に迷惑になると考えられる時
間帯（たとえば、午後１０時から午前７時までの時間帯）である。
【００８５】
　新規メッセージ情報に設定されている変更条件は、一覧画面１０７において新規メッセ
ージ情報が指定される前の携帯電話機１における電子メール、ＳＭＳおよびボイスメール
の使用頻度である。
【００８６】
　図１４は、不在着信情報に対して応答のための操作がなされた時刻に応じてアプリケー
ションの優先順位が変更され、メニューダイアログ１０８のメニュー１０８ａの配列が変
更される例を示す図である。
【００８７】
　通知制御部３１は、応答のための操作がなされた通知情報が不在着信情報である場合、
ステップＳ３１２において、応答のための操作がなされた時刻が所定の時間帯であるか否
かを判定する。所定の時間帯でなければ、ユーザは、不在着信の電話に応答するために電
話を掛ける可能性が高いと考えられる。一方、所定の時間帯であれば、ユーザは、電話を
掛けると相手に迷惑となるためメッセージを送信する可能性が高いと考えられる。
【００８８】
　通知制御部３１は、応答のための操作がなされた時刻が所定の時間帯でないと判定する
と、図１４（ａ）に示すように、対応テーブル１２ｂにおける優先順位に従って、上から
順番に「電話」、「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」のメニュー１０８ａが
配列されるようメニューダイアログ１０８を作成し、表示面３に表示する。一方、通知制
御部３１は、応答のための操作がなされた時刻が所定の時間帯であると判定すると、図１
４（ｂ）に示すように、メッセージ（電子メール、ＳＭＳ、ボイスメール）のアプリケー
ションと電話のアプリケーションの順番を変更し、上から順番に「電子メール」、「ＳＭ
Ｓ」、「ボイスメール」、「電話」のメニュー１０８ａが配列されるようメニューダイア
ログ１０８を作成し、表示面３に表示する。
【００８９】
　図１５は、新規メッセージ情報に対して応答のための操作がなされる前の電子メール、
ＳＭＳおよびボイスメールの使用頻度に応じてアプリケーションの優先順位が変更され、
メニューダイアログ１０８のメニュー１０８ａの配列が変更される例を示す図である。
【００９０】
　通知制御部３１は、応答のための操作がなされた通知情報が新規メッセージ情報である
場合、ステップＳ３１２において、応答のための操作がなされる前の電子メール、ＳＭＳ
、ボイスメールの各メッセージの使用頻度を判定する。たとえば、通知制御部３１は、記
憶部１２に記憶された各メッセージの履歴を調べて、一定期間内の送信件数が多いほど使
用頻度が高いと判定する。使用頻度の高いメッセージほど、新規メッセージに対する応答
のためにユーザに実行される可能性が高いと考えられる。
【００９１】
　通知制御部３１は、使用頻度が高い順番が対応テーブル１２ｂにおける優先順位と同じ
である場合には、図１５（ａ）に示すように、対応テーブル１２ｂにおける優先順位に従
って、上から順番に「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」、「電話」のメニュ
ー１０８ａが配列されるようメニューダイアログ１０８を作成し、表示面３に表示する。
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一方、通知制御部３１は、使用頻度が高い順番が対応テーブル１２ｂにおける優先順位と
異なる場合には、「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメール」の各アプリケーション
の優先順位を、使用頻度が高いほど上位となるよう変更する。たとえば、使用頻度が高い
順番が「ＳＭＳ」、「電子メール」、「ボイスメール」となった場合、通知制御部３１は
、図１５（ｂ）に示すように、上から順番に「ＳＭＳ」、「電子メール」、「ボイスメー
ル」、「電話」のメニュー１０８ａが配列されるようメニューダイアログ１０８を作成し
、表示面３に表示する。
【００９２】
　なお、電話の不在着信情報に対応付けられた「電子メール」、「ＳＭＳ」、「ボイスメ
ール」の各アプリケーションの優先順位が、使用頻度が高いほど上位となるよう変更され
ても良い。
【００９３】
　以上、本変更例によれば、ユーザが通知情報を確認したときの状況に応じて、ユーザに
選択されやすいと考えられるアプリケーションがメニューダイアログ１０８の上方に配置
されるよう、アプリケーションの優先順位が変更される。よって、ユーザは、一層、起動
するアプリケーションをメニューダイアログ１０８から選択しやすくなる。
【００９４】
　＜変更例２＞
　上記実施の形態では、通知情報に対応付けられたアプリケーションが実行されると、図
１２に示すように、アプリケーションが実行された通知情報は一覧画面１０７から削除さ
れる。たとえば、不在着信情報に対して応答するために電話のアプリケーションが実行さ
れると、その不在着信情報が削除される。ユーザが相手に電話を掛けることを保留した場
合や電話を掛けたが相手が応答しなかった場合には、ユーザが、再び、その不在着信情報
を確認したり、その不在着信情報を用いてアプリケーシを起動させたりすることができな
い。
【００９５】
　変更例２に係る携帯電話機１では、一覧画面１０７に表示された通知情報が一覧画面１
０７から削除されないよう通知情報をロックする通知ロック機能が、通知機能に付加され
ている。通知制御部３１は、通知ロック機能を実現するための通知ロック制御処理を実行
する。
【００９６】
　図１６は、本変更例に係る、通知ロック制御処理を示すフローチャートである。図１７
は、通知情報にロック設定がなされた一覧画面１０７を示す図である。
【００９７】
　図８（ｂ）に示すように、表示面３に一覧画面１０７が表示されると、通知ロック制御
処理が開始される。通知ロック制御処理は、第１通知制御処理および第２通知制御処理と
並列して実行される。
【００９８】
　通知制御部３１は、一覧画面１０７において、ロック設定がなされていない通知情報の
表示欄１０７ａに対して、ロック設定を行うための設定操作、たとえば、ダブルタップ操
作がなされたか否かを判定する（Ｓ４０１）。
【００９９】
　ユーザは、自動的に消去させたくない通知情報の表示欄１０７ａに対して設定操作を行
う。通知制御部３１は、設定操作がなされたと判定すると（Ｓ４０１：ＹＥＳ）、ロック
設定を行う（Ｓ４０２）。たとえば、通知制御部３１は、記憶部１２に設けられたロック
設定フラグ（図示せず）を「１」に設定する。さらに、通知制御部３１は、図１７に示す
ように、設定操作が行われた通知情報の表示欄１０７ａに、通知情報にロック設定がなさ
れていることを示すロック通知アイコン１１１を表示する（Ｓ４０３）。
【０１００】
　通知制御部３１は、設定操作がなされていないと判定すると（Ｓ４０１：ＮＯ）、ロッ



(16) JP 2014-165663 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

ク設定がなされている通知情報の表示欄１０７ａに対して、ロック設定を解除するための
解除操作、たとえば、ダブルタップ操作がなされたか否かを判定する（Ｓ４０４）。ユー
ザは、自動的に消去させてよくなった通知情報の表示欄１０７ａに対して解除操作を行う
。通知制御部３１は、解除操作がなされたと判定すると（Ｓ４０４：ＹＥＳ）、ロック解
除を行う（Ｓ４０５）。たとえば、通知制御部３１は、ロック設定フラグを「０」に設定
する。さらに、通知制御部３１は、解除操作が行われた通知情報の表示欄１０７ａに表示
されているロック通知アイコン１１１を消去する（Ｓ４０６）。
【０１０１】
　通知制御部３１は、通知情報の一覧画面１０７が表示面３から消去されると（Ｓ４０７
：ＹＥＳ）、通知ロック制御処理を終了する。
【０１０２】
　図１８は、本変更例に係る、第２通知制御処理を示すフローチャートである。本変更例
の第２通知制御処理では、図６に示す第２通知制御処理に対し、ステップＳ２２１の処理
が追加されている。なお、図１２では、便宜上、追加されたステップＳ２２１を含む一部
の処理のみが示されている。
【０１０３】
　通知制御部３１は、メニューダイアログ１０８からユーザに選択されたアプリケーショ
ンを起動すると（Ｓ２０８）、操作対象となった通知情報にロック設定がなされているか
否かを判定する（Ｓ２２１）。通知制御部３１は、ロック設定がなされていないと判定す
ると（Ｓ２２１：ＮＯ）、操作対象となった通知情報を通知テーブル１２ａから消去する
（Ｓ２０９）。一方、通知制御部３１は、ロック設定がなされていると判定すると（Ｓ２
２１：ＹＥＳ）、操作対象となった通知情報を通知テーブル１２ａから消去させることな
く、第２通知制御処理を終了する。
【０１０４】
　このように、通知情報にロック設定がなされている場合には、アプリケーションが起動
されても、通知情報が通知テーブル１２ａから消去されないため、通知情報が一覧画面１
０７から消去されない。
【０１０５】
　以上、本変更例によれば、ユーザは、消去させたくない通知情報を一覧画面１０７上に
残しておくことができる。
【０１０６】
　なお、携帯電話機１が、一覧画面１０７に表示される通知情報の個数が上限の個数に達
すると、その後新たな通知情報が発生したときに古い通知情報から順番に自動的に消去さ
れるような構成とされた場合、通知情報にロック設定がなされていれば、古くなっても通
知情報が一覧画面１０７から消去されない構成とされてもよい。
【０１０７】
　＜変更例３＞
　上記変更例２では、通知情報にロック設定がなされた場合に、通知情報が一覧画面１０
７から消去されない。
【０１０８】
　変更例３に係る携帯電話機１では、ユーザが一覧画面１０７に表示された通知情報をコ
ピーし、コピーされた通知情報を一覧画面１０７とは別の一覧画面により表示面３に表示
させることができる通知情報コピー機能が、通知機能に付加されている。
【０１０９】
　通知制御部３１は、通知情報コピー機能を実現するため、通知情報をコピーするための
コピー制御処理と、コピーされた通知情報を表示面３に表示するためのコピー情報表示制
御処理を実行する。
【０１１０】
　図１９は、本変更例に係る、コピー制御処理を示すフローチャートである。図８（ｂ）
に示すように、表示面３に一覧画面１０７が表示されると、コピー制御処理が開始される
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。コピー制御処理は、第１通知制御処理および第２通知制御処理と並列して実行される。
【０１１１】
　通知制御部３１は、一覧画面１０７において、何れかの通知情報の表示欄１０７ａに対
して、コピーを指示する指示操作、たとえば、ダブルタップ操作がなされたか否かを判定
する（Ｓ５０１）。
【０１１２】
　ユーザは、コピーを行いたい通知情報の表示欄１０７ａに対して指示操作を行う。通知
制御部３１は、指示操作がなされたと判定すると（Ｓ５０１：ＹＥＳ）、指示操作がなさ
れた通知情報をコピーし、コピーした通知情報を記憶部１２に記憶する（Ｓ５０２）。通
知制御部３１は、通知情報の一覧画面１０７が表示面３から消去されると（Ｓ５０３：Ｙ
ＥＳ）、コピー制御処理を終了する。
【０１１３】
　図２０は、本変更例に係る、コピー情報表示制御処理を示すフローチャートである。図
２１は、コピー情報表示制御処理が実行されたときの画面遷移の一例を示す図である。
【０１１４】
　図８（ｂ）に示すように、表示面３に一覧画面１０７が表示されると、コピー情報表示
制御処理が開始される。コピー情報表示制御処理は、コピー制御処理と並列して実行され
る。
【０１１５】
　通知制御部３１は、表示面３に一覧画面１０７が表示された状態において、コピーされ
た通知情報を表示面３に一覧表示するための操作がなされたか否かを判定する（Ｓ６０１
）。一覧表示のための操作は、たとえば、図２１（ａ）に示すように、一覧画面１０７に
対する左方向へのフリック操作である。
【０１１６】
　通知制御部３１は、一覧表示のための操作がなされたと判定すると（Ｓ６０１：ＹＥＳ
）、コピーされた通知情報を記憶部１２から読み出して、読み出した通知情報の一覧画面
１１２を表示面３（ウィンドウ領域ＲＷ）に表示する。図２１（ｂ）に示すように、一覧
画面１１２を構成する各表示欄１１２ａに、コピーされた通知情報が表示される。
【０１１７】
　通知制御部３１は、何れかの通知情報の表示欄１１２ａに、通知情報に対して応答する
ための操作、たとえば、シングルタップ操作がなされたか否かを判定する（Ｓ６０３）。
通知制御部３１は、応答のための操作がなされたと判定すると（Ｓ６０３：ＹＥＳ）、図
６に示す第２通知制御処理のステップＳ２０４、Ｓ２０７ないしＳ２１１の処理と同様、
メニューダイアログ１０８を表示面３に表示し、メニューダイアログ１０８かから選択さ
れたアプリケーションを起動する一連の処理（ステップＳ６０４ないしＳ６０９）を実行
する。
【０１１８】
　さらに、通知制御部３１は、応答のための操作がなされていないと判定すると（Ｓ６０
３：ＮＯ）、何れかの通知情報の表示欄１１２ａに対して、消去操作、たとえばダブルタ
ップ操作がなされたか否かを判定する（Ｓ６１０）。
【０１１９】
　通知制御部３１は、消去操作がなされたと判定すると（Ｓ６１０：ＹＥＳ）、消去操作
がなされた通知情報、即ち、コピーされた通知情報を記憶部１２から消去する。さらに、
通知制御部３１は、図２１（ｃ）に示すように、消去操作がなされた通知情報を一覧画面
１１２から消去する（Ｓ６１２）。
【０１２０】
　通知制御部３１は、一覧画面１１２が表示された状態において、戻し操作、たとえば、
バックキー１０５ｃに対するシングルタップ操作がなされると（Ｓ６１３：ＹＥＳ）、一
覧画面１１２を消去する。表示面３には、再び、一覧画面１０７が表示される。
【０１２１】
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　通知制御部３１は、通知情報の一覧画面１０７が表示面３から消去されると（Ｓ６１５
：ＹＥＳ）、コピー情報表示制御処理を終了する。
【０１２２】
　以上、本変更例によれば、ユーザは、通知情報をコピーしておくことができ、アプリケ
ーションが起動されて一覧画面１０７から通知情報が消去されてしまっても、コピーされ
た通知情報を新たな一覧画面１１２に表示させて確認することができる。また、ユーザは
、一覧画面１１２での操作により、コピーされた通知情報に対応付けられたアプリケーシ
ョンを起動させることができる。
【０１２３】
　＜その他＞
　以上、本発明の実施の形態および変更例について説明したが、本発明は、上記実施の形
態等によって何ら制限されるものではなく、また、本発明の実施の形態も、上記以外に種
々の変更が可能である。
【０１２４】
　たとえば、上記実施の形態では、通知情報に対応付けられた複数のアプリケーション中
から、起動するアプリケーションを選択する選択画像として、上下方向に各メニュー１０
８ａが配列されたメニューダイアログ１０８が表示面３に表示される。しかしながら、選
択画像は、起動するアプリケーションが選択可能であれば、どのような表示形態が採られ
ていてもよい。たとえば、選択される各アプリプリケーションに対応するアイコンがマト
リクス状に配されたウィンドウが表示面３に表示されてもよい。
【０１２５】
　さらに、上記実施の形態では、表示欄１０７ａが表示面３の上下方向に並べられた一覧
画面１０７により通知情報が表示されたが、通知情報の一覧が表示されるのであれば、ど
のような形態によって通知情報が表示面３に表示されてもよい。
【０１２６】
　さらに、上記実施の形態では、一覧画面１０７により表示される通知情報の種類に応じ
て、１つまたは複数のアプリケーションが対応付けられたが、全ての通知情報に複数のア
プリケーションが対応付けられてもよい。
【０１２７】
　さらに、上記変更例１では、通知情報が不在着信情報である場合、変更条件として、携
帯電話機１が存在するタイムゾーンの時刻が所定の時間帯であるか否かが判定された。し
かしながら、不在着信情報が１件である場合には、発信者のタイムゾーンの時刻が所定の
時間帯であるか否かが判定されてもよい。同様に、通知情報が新規メッセージ情報である
場合、変更条件として、携帯電話機１における各メッセージ（電子メール、ＳＭＳ、ボイ
スメール）の使用頻度が判定された。しかしながら、新規メッセージ情報が１件である場
合には、送信者側から送信された各メッセージの頻度が判定されてもよい。
【０１２８】
　さらに、不在着信情報および／または新規メッセージ情報に、複数の電話のアプリケー
ション（電話網を利用する電話のアプリケーション、データ通信網を利用する電話のアプ
リケーション、等）が対応付けられてもよい。この場合、応答のための操作がなされる前
の各電話のアプリケーションの使用頻度が変更条件とされ、使用頻度に応じて電話のアプ
リケーションの優先順位が変更されてもよい。たとえば、使用頻度が高い電話のアプリケ
ーションほど、優先順位が上位となる。あるいは、応答のための操作がなされる前の各電
話のアプリケーションによる累積通話時間が変更条件とされ、累積通話時間に応じて電話
のアプリケーションの優先順位が変更されてもよい。たとえば、累積通話時間が長い電話
のアプリケーションほど、優先順位が上位となる。
【０１２９】
　本発明は、携帯電話機に限られず、ＰＤＡ（Personal DigitalAssistant）、タブレッ
トＰＣ（Tablet PC）、電子書籍端末等の各種の携帯端末装置に適用可能である。
【０１３０】
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　この他、本発明の実施形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内において
、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１３１】
　　　　　　　３　表示面
　　　　　　１１　制御部
　　　　　　１２　記憶部
　　　　　１２ｂ　対応テーブル（対応情報）
　　　　　　１３　表示部
　　　　　　１４　タッチ検出部（操作受付部）
　　　　　　３１　通知制御部
　　　　　１０８　メニューダイアログ（選択画像、リスト）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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